


相談件数・時間

ひきこもり・依存症専門相談電話は、毎週水曜日（祝日除く）の 13 時～16 時の 3 時間行ってい

ます。13 時開始と同時に「プルルルル…」と電話が鳴ることも少なくありません。

おおよそ毎回 3～5 件の電話相談が入り、1件にかかる時間は 30～60 分程度です。

多様な相談内容

ひきこもり相談では、ご家族からの電話相談が圧倒的に多いのが実情です。相談対象者の年

齢やひきこもり年数は様々で、思春期・青年期の不登校やひきこもりだけでなく、本人が 40・50 代

の家族からの相談もあり、ひきこもりの長期化や高齢化を肌で感じます。また、ごく少数ですがひ

きこもりの本人から相談が入ることもあります。

依存症相談では、主に薬物・アルコール・ギャンブル依存を対象としています。しかし、最近で

はゲーム・インターネット依存、薬物問題でも脱法ハーブといった社会問題を反映した相談が増え

てきている印象があります。中には水中毒や買い物依存等の相談内容もあり、生きづらさを抱え

ている人が多くいることを実感します。

相談対応の難しさ

ひきこもりや依存症の相談内容は複雑かつ深刻なものばかりで、電話だけで解決することはほ

とんどありません。そのため、来所面談につなげることを１つの目標としていますが、中には電話

では情報を提供するだけにとどめる場合もあります。また、視覚的な情報が入らない分、慎重さも

要します。相談者の思いがあふれ、一気に話をされる場合もありますが、共感や傾聴に努め、相

談者が抱えている「困りごと」に焦点を当て、整理出来るように心掛けています。また、「必要でし

たら、またお電話下さい」と再び相談が可能であることを伝えています。

担当者の思い

毎週の電話相談からは、相談者が抱える問題の複雑さや深刻さ、生きづらさを持ち続けてこら

れたことを強く感じます。電話相談で出来ることには限りがありますが、その問題や生きづらさの

解決の入り口として、電話相談を有効に活用してもらい、少しでも相談者が健康や元気を取り戻し

ていただきたいと思っています。

そして、ひきこもりも依存症も、その解決のためには、いくつもの分野にわたるさまざまな支援メ

ニューが必要だと切実に感じています。そのため、関係機関に紹介することもありますし、お互い

にできること・できないことを整理しながら連携していきたいと考えていますので、関係機関の皆様

にはご協力をお願いします。



代表的な相談事例の紹介

相談の実際をお伝えするため、相談事例をご紹介します。なお、この事例は寄せられた相談の

代表的なものを示すために、実際の事例をもとに作成した架空の事例です。

事例１

ひきこもりの息子に困っています！ 相談者：母親

息子は今 26 歳。大学卒業後、就職しましたが、1 年ほどで突然辞めてしまい、ひどく落ち込ん

で実家に戻ってきました。それ以来、就職活動をする様子はなく、今は部屋に籠もってパソコン

ばかりしています。昼夜逆転の生活、深夜に近くのコンビニには行っているようですが…普段外

出はしません。私が何を言っても息子からの返事はなく、何を考えているのか分からず、父親

は私の関わりが甘いと言うだけで、何もしてくれません。どうしたらいいのでしょうか！このまま

ひきこもりの状態でしょうか…。

＊具体的対応

① 『家族（母親）＝困っている人』として敬意をもって対応する。

・ 電話相談をするのも勇気がいることです。まずは電話をくださった労をねぎらい、母親の辛い

思いを傾聴するように努めます。

② 何が一番の優先事項なのかを整理する。

・ 母親は思いがあふれるように話し、やや混乱している状態です。そのため、母親が少し落ち

着いてきたのを見計らい、一緒に問題を整理していくことを提案します。「何に一番困っており、

一番に解決したいのか」と優先する「困りごと」を考えてもらいます。

・ その結果、母親が最も困っているのは「息子への関わり方」であり、「息子との会話の回復」を

望んでいると整理しました。

③ 本人・家族の状況を把握する。

・ 一方で、可能な範囲で本人・家族の状態や状況についての情報収集に努めます。

・ そこから本人には、『人目を怖がる様子』や『精神科受診歴があること』が明らかになり、精神

疾患の可能性について、適切な評価が必要になってきます。

・ また、父親と意見が合わないことが、母親の疲労・負担感を強めていると判断され、母親自身

のケアも必要と考えられるでしょう。

④ 母親に来所面談を提案し、実施する。

・ 電話相談では対応できることに限りがあるため、本人の精神疾患の評価や、母親の疲労・負

担感の軽減を図ることも目的として、母親には「優先事項である本人への関わりを一緒に考え

たい」と来所面談を提案、面談日時を調整しました。



事例２

夫のギャンブル問題、どうしたらいいの？ 相談者：妻

結婚して10年、夫はこれまでにパチンコで借金を繰り返し、最近3度目の借金（100万円）が判

明。これまで夫の実家や私が肩代わりして借金を返済しました。夫は反省しても、数ヶ月経つと

また以前と同じ生活です。小遣い管理もしましたが、上手くいきませんでした。経済的な余裕は

もうありません。離婚も考えましたが、子どもにとっては良い父親なので…。今回夫は本当に反

省しているようなので、なんとか治したいのです。色々調べてギャンブル依存のことを知りました。

どうしたら止めることが出来ますか？教えて下さい。

＊具体的対応

① 本人の状態を見立て、回復の保障を伝える。

・ 繰り返される借金問題、その頻度や金額から、本人がパチンコ問題をコントロールして解決す

ることは難しいと思われます。

・ 家族が問題の見方や対応方法を変えることで、現在の辛い状況から抜け出せる可能性があ

ると、回復の保障を伝えました。

② 家族が巻き込まれている状況に気付くよう支援する。

・ 本人の借金を家族が肩代わりしていることで、本人が事態の深刻さに気付かず、問題を継続

させています。本人の問題に家族が巻き込まれている状況といえます。

・ 家族である妻が、冷静に問題に関われる距離をとることの必要性を伝え、注意をしていただく

よう説明しました。

③ 家族グループへの参加を提案する。

・ 依存症について色々調べた妻の姿勢を肯定的に支持し、家族が依存問題への知識・適切な

対応方法を学ぶことの重要性を説明しました。

・ 学ぶ場として、家族グループへの参加を提案、具体的には、地域の自助グループ（ギャマノ

ン）、当センターで開催している家族教室を紹介しました。

・ 家族教室への参加に関心を示されたため、安心して家族教室に参加していただくために、事

前の来所面談を提案し実施しました。



周知不足のところもあり、まだまだ知られておりませんが、昨年４月、三重県こころの

健康センター内に「三重県自殺対策情報センター」が設置され、早１年が経過しました。

わが国の自殺者数は平成１０年以降１４年連続で３万人を超える状況であり、平成２３

年は、３０，６５１人（警察庁統計）が自殺で亡くなっています。三重県でも同年３６８

人（警察庁統計）の方が、自ら命を絶っています。

自殺の背景には、経済・生活問題、健康問題、家庭問題など複雑で様々な要因があり、

個人の問題として片付けることのできない社会的要因もあるため、社会全体で取り組んで

行く必要があります。

今回は、自殺対策情報センターで取り組んでいる「自死遺族支援」、人材育成「メンタル

パートナー養成事業」について、お伝えします。

１．「自死遺族支援」の取り組み

１人の人間が自殺をすると、その周囲にいる５～１０人程度が深刻な心理的影響を受け

ると言われています。年間４００人前後という三重県の自殺者の現状にあてはめて推測す

ると、どれだけ多くの方々が自殺の影響を受けているかがわかっていただけると思います。

● 自殺は予測できない突然の死であること

● 自殺に言及することそのものに対するタブー

● 自殺に関して様々な誤解や偏見

遺族は深く傷つき、

より複雑な感情や思いを

抱くことになる

・ 自殺をしたことを周囲の人に話せず、家族内ですらその話題には触れられない。

・ 感情を口にすることもできずに一人で苦しみ、地域や社会から孤立してしまっている。

・ 周囲の人たちの不用意な言葉や態度によって、いわゆる“二次被害”を受けている。

自死遺族がおかれる状況

従来の精神保健福祉センターの機能に加えて、自殺予防・対策事業を重点的に実

施するために、当センター内に「三重県自殺対策情報センター」を設置し、以下の

業務を行っています。

・ 関係機関とのネットワーク強化や人材育成

・ 情報発信

・ 相談支援、自死遺族支援

不用意な言葉や態度とは、

・ 興味本位でその時の状況を聞かれること

・ 「早く忘れたほうがいい」とか「いつまでも悲しんでいないで」

などと簡単に言われること

・ 街で会っても目を反らされたりすること など







★メンタルパートナーとは・・・？

★なぜ２万人も必要なの・・・？

★メンタルパートナーになるには・・・？

★あなたも地域や職場でメンタルパートナー養成研修を実施しませんか・・・？

いつも活動している仲間との会合や勉強会、職場のメンタルヘルス研修などで、あなたもメ

ンタルパートナー養成研修を実施してみませんか。この研修を受講していただいた方を「メン

タルパートナー」と呼びますが、最短で２０分の時間があれば実施できます（希望によっては

１～２時間の研修として実施することも可能）。お近くのメンタルパートナー指導者もしくはこ

ころの健康センター職員がＤＶＤをもってお伺いします。会場及び参加者を確保していただけ

れば、日程調整をさせていただきます。お問い合わせは、こころの健康センターもしくは、各

保健福祉事務所までお願いします。

メンタルパートナーとは、自殺予防について正しい知識を持ち、身近な人の変化に気づき、自殺を考

えている人、悩んでいる人を相談窓口等へつなぐ役割が期待される人のことを言います。これは、三重

県独自の名称で、自殺対策における身近なゲートキーパーのことを指します。

自殺未遂者は、自殺者の１０倍以上存在すると言われています。三重県の年間自殺者数は、４００人

前後ですので、１０倍以上となると４０００人から５０００人ぐらいの人が、自殺を考えたり、自殺に傾いた

りしている人がいることになります。自殺したいほど悩んでいる人を、孤立させないためにも、１人あた

り４人～５人の見守り体制ができる人数の養成を考えています。

メンタルパートナー養成研修を受講していただきます。メンタルパートナー養成研修では、自殺の現

状とその背景にある様々な要因、自殺のサイン、さらにはサインに気づいた時の声のかけ方やかかわ

り方などをまとめた１５分程度のＤＶＤを見ていただき、メンタルパートナー指導者と呼ばれる講師か

ら、メンタルパートナーの役割や心がけてほしいことなどを説明させていただきます。



「災害とこころのケア」その５ 「マスコミ・報道への対応」

東日本大震災の発生から１年が過ぎました。その間、三重県でも大きな台風被害に見舞われ

ました。昨年度、第 5号で『災害がこころにおよぼす影響やそのケア』、第 6号で『災害救援者のこ

ころのケア』や第 7 号で『子どもや高齢者へのこころのケア』、第 8 号で『こころのケアの基本的と

平時の備え』と、地域精神保健福祉活動に携わる関係者が普段から備えておきたいポイントにつ

いてご紹介してきました。

（こころの健康センターＨＰ http://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/mail-magazine/index.htm）

災害は逃れられない場合もありますが、少しでも被災が少なくなるように、今年度は、平時に備

え、整えておきたい体制整備についてお伝えしていきたいと思います。

今回はまず、『マスコミ・報道への対応』についてです。

１．マスコミ・報道の『有益性』

 迅速・公平な報道は、被災状況・安全に関する

情報発信が期待できます。

被災者がメディアの報道を受けることで、

自分の安否を伝えることにもなります。

 援助に関する情報の提供ができます。

心理教育やストレス対処法、そしてモデル的取組に関する

情報発信が期待できます。

 不評被害などの軽減に有効です。

 報道によって災害地域が他の地域、住民と結びついているように感じられることは、トラウマ

からの立ち直りを助けることになります。

２．マスコミ・報道の『弊害』

 取材・報道に対するストレス・プライバシーの侵害

取材活動の中には、被災者の精神状態を悪化させるものもあります。行き過ぎた取材は精

神状態を悪化させます。

 偏った情報の発信

一部分のみの報道は、イメージが先行したり、

情報が独り歩きしてしまうことがあります。

連載コラム






